
社会福祉法人守山市社会福祉協議会 

小地域福祉活動推進事業助成金交付要綱 

 

（平成 6年 4月 1日） 

改正 平成 10年 4月 1日  平成 13年 4月 1日 

   平成 15年 4月 1日  平成 16年 4月 1日 

   平成 17年 4月 1日  平成 23年 10月 1日 

                     平成 24年 4月 1日  平成 30年 4月 1日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学区社会福祉協議会（以下「学区社協」という。）が「みんなが主

役 つながる 支えあう 福祉のまちづくり」を目指し実施する様々な活動に必要な経

費に対し、助成金を交付するもとし、その交付に関しては、社会福祉法人守山市社会福

祉協議会助成金等交付規則（平成 23年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規則第１号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（助成対象者） 

第２条 助成金の交付の対象は、学区社協等とする。 

 

（助成対象活動） 

第３条 助成対象活動は、学区地域福祉活動計画に基づく活動および学区社協等を組織す

る自治会が実施する福祉活動とする。 

 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、次のとおりとする。 

(1) １学区社協等につき、均等割 100,000円、自治会数割 1自治会当たり 10,000円 

(2)  守山市社会福祉協議会一般会費納入世帯 1世帯当たり 90円 

(3)  守山市社会福祉協議会個人賛助会費納入額の２分の１ 

 

（助成金の交付の申請） 

第５条 前条第 1号および第４号の助成金の交付を申請しようとする者は、小地域福祉活

動推進事業助成金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添え、事業実施ま

でに社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長（以下「会長」という。）に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 学区社協事業計画書 

(2) 学区社協収支予算書 

 

（助成金の支払い） 

第６条 会長は、助成金交付請求書の提出を受けたときは、30日以内に助成金の交付を行

うものとする。 

２ 第４条第２号および第３号の助成金については、１学区を構成する全自治会が守山市

社会福祉協議会に一般会費または個人賛助会費を納入後、学区社協が指定する口座に振

込むものとする。 

 

（実績報告書） 

第７条 第５条の交付金を受けた学区社協は、規則第 11 条に定める助成事業等実績報告

書に次の各号に掲げる書類を添付し、翌年度の４月末日までに提出しなければならない。 

 (1) 学区社協事業報告書 

 (2) 学区社協収支決算書 

 



 (その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

   付 則 

  この要綱は平成 ６年４月１日から施行する。 

    付 則（平成１０年４月１日） 

この要綱は平成１０年４月１日から施行する。 

付 則（平成１３年４月１日） 

この要綱は平成１３年４月１日から施行する。 

   付 則（平成１５年４月１日） 

この要綱は平成１５年４月１日から施行する。 

   付 則（平成１６年４月１日） 

この要綱は平成１６年４月１日から施行する。 

   付 則（平成１７年４月１日） 

この要綱は平成１７年４月１日から施行する。 

   付 則（平成 23年 10月１日） 

この要綱は平成 23年 10月１日から施行する。 

   付 則（平成 24年４月１日） 

この要綱は平成 24年４月１日から施行する。 

   付 則（平成 30年４月１日） 

この要綱は平成 30年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



別記様式第１号（第５条関係） 

    

                                年   月   日 

 

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会会長 様 

 

                           学区社会福祉協議会 

                        会  長           印 

 

 

小地域福祉活動推進事業助成金交付申請書 

 

    年度小地域福祉活動推進事業の資金として、次のとおり交付を受けたいので、社会

福祉法人守山市社会福祉協議会助成金等交付規則第３条の規定により関係書類を添えて申請

します。 

 

記 

 

1 助成金交付申請額                              円 

 

 

2 事業の名称     小地域福祉活動推進事業 

 

 

3 関係書類      学区社協事業計画書      別紙 

 

       学区社協収支予算書      別紙  

 

 

 

 



 

別記様式第２号（規則第６条関係） 

守 社 協 第   号 

  年  月  日 

  

     学区社会福祉協議会 

会 長          様 

 

                   社会福祉法人 守山市社会福祉協議会 

            会 長 

 

 

小地域福祉活動推進事業助成金交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請の小地域福祉活動推進事業助成金について下記のとおり決

定したので通知します。 

 

記 

 

1 事 業 名   小地域福祉活動推進事業 

 

2 助成金の額             円 

 

内 訳 

  (要綱第４条第１号関係) 

均 等 割      100,000円 

自治会数割          円(10,000円×  自治会) 

        

 

＊ 事業完了後速やかに実績報告書の提出をしてください。 

 



別記様式第４号（規則第 13条関係） 

 

 

  年  月  日  

 

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会会長 様 

 

           学区社会福祉協議会 

 

  会  長          印   

 

 

小地域福祉活動推進事業助成金請求書（概算払） 
 

    年  月  日付け守社協第   号で助成金の額の交付決定の通知があっ

た小地域福祉活動推進事業助成金を下記のとおり交付されるよう請求します。 

 

 

記 

 

 金          円  
 

 

 

 

□  振込先口座 

 

 

                  銀行             本店 

  農協             支店 

◇金融機関名          信用金庫           出張所 

 

  ◇預金種目    □ 普通預金      □ 当座預金 

 

  ◇口座番号    店番         番号                         

 

   フリガナ 

◇名 義 人                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第３号(規則第 11 条関係) 

 

                              年  月  日 

 

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会会長 様 

 

                                     

                           学区社会福祉協議会 

                      会  長          印 

 

 

小地域福祉活動推進事業助成金実績報告書 

 

    年  月  日付け守社協第    号で小地域福祉活動推進事業助成金の

交付の決定通知があった小地域福祉活動事業について、社会福祉法人守山市社会福祉

協議会助成金等交付規則第11条の規定によりその実績を関係書類を添えて報告しま

す。 

 

 

記 

 

1 関係書類   学区社協事業報告書      別紙 

 

学区社協収支決算書      別紙 

 

 


